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 （開会） 

課 長 ：  それでは、皆様、本日はお忙しい中、お集まりいただきましてあ

りがとうございます。 

まず、開会に先立ちまして、事務局の人事異動がございましたの

で、ご報告をさせていただきたいと思います。 

本年４月１日付で、課長でありました○○にかわりまして、私、

○○が都市計画課長になりましたので、ご報告させていただきます。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 

このあと、着座にて進行をさせていただきたいと思います。 

本年度、第１回目の都市計画審議会の開会に先立ちまして、再任

の委員が２人、新たに任命された方が８人いらっしゃいますので、

ご紹介させていただきます。 

まず、再任の委員からご紹介いたします。 

はじめに、会長でありました○○委員が任期満了となりましたが、

再任のご承諾をいただきましたので、今後とも、どうぞよろしくお

願いいたします。 

次に、農業委員会会長の○○委員が任期満了となりましたが、再

任のご承諾をいただきましたので、今後とも、どうぞよろしくお願

いいたします。 

続きまして、新たに任命された委員をご紹介いたします。恐れ入

りますが、一言、ご挨拶をいただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

はじめに、国土交通大学校校長の○○委員がご退任されまして、

後任の○○校長が新たに就任されました。本日は、所用がございま

して欠席されております。 

次に、市議会より新たに５人の委員が就任されました。名簿順に

○○委員より一言ご挨拶いただきたいと思います。 

委 員 ： 生活者ネットワークの○○と申します。しっかり審議させていた

だきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

課 長 ： ありがとうございます。 

続きまして、○○委員より一言ご挨拶いただきたいと思います。 

委 員 ： 皆さん、こんにちは。○○でございます。政和会でございます。

私も、農地をたくさん持っております。一生懸命審議をさせていた

だきます。よろしくお願いします。 

課 長 ： ありがとうございます。 

続きまして、○○委員より一言ご挨拶いただきたいと思います。 

委 員 ： 一人会派の会の○○です。ずっと以前に一度、委員をやらせてい

ただいたような記憶が、もうかなり昔ですけれども。また、よろし
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くお願いいたします。 

課 長 ： ありがとうございます。 

続きまして、○○委員より一言ご挨拶いただきたいと思います。 

委 員 ： 皆様、こんにちは。自民党の所属の新人議員、○○でございます。

いろいろと皆様からご意見もいただき、審議させていただきたいと

思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

課 長 ： ありがとうございました。 

次に、○○委員より一言ご挨拶お願いいたします。 

委 員 ： 皆様、こんにちは。市議会公明党の○○でございます。どうぞよ

ろしくお願いをいたします。 

課 長 ： ありがとうございました。 

次に、東京都北多摩北部建設事務所工事第一課長の○○委員がご

退任されまして、後任の○○課長が新たに就任されました。一言ご

挨拶お願いいたします。 

委 員 ： 行政委員として参加させていただきます、北北建工事第一課長、

○○です。どうぞよろしくお願いします。 

課 長 ： ありがとうございました。 

最後に、東京都多摩建築指導事務所建築指導第二課長の○○委員

がご退任されまして、後任の○○課長が新たに就任されました。一

言お願いいたします。 

委 員 ： 東京都多摩建築指導事務所建築指導第二課長の○○でございま

す。よろしくお願いいたします。 

課 長 ： ありがとうございました。 

ここで、都市計画審議会の会長の選出に移りたいと思います。都

市計画審議会条例の規定によりまして、会長は互選で選出するとい

うことになっておりますので、ご意見等ございますでしょうか。 

○○委員、よろしくお願いします。 

委 員 ： 大変恐縮ですが、これまでも会長として豊富な経験と実績を備え

られました○○委員に、引き続き会長職をお願いできればと思いま

す。 

課 長 ： ありがとうございます。 

それでは、今、○○委員から○○委員の推薦がございましたが、

何かご意見等ございますでしょうか。 

 （異議なしの声） 

課 長 ：  それでは、異議なしというお声をいただきましたので、引き続き

○○委員に会長をお引き受けいただきたいと存じます。よろしくお

願いいたします。 

本日の審議会でございますが、諮問案件が１件、報告案件が３件
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ございます。 

それでは、これより○○会長に議事進行をお願いしたいと思いま

すので、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 （開会の辞） 

会 長 ： それでは、会長という大役を仰せつかりました。皆さんには、よ

ろしくお願いを申し上げたいと思います。 

開会に先立ちまして、会長の職務代理が現在、不在でございます。

指名を行いたいと思います。会長の職務代理につきましては、小平

市都市計画審議会条例第４条の規定に基づきまして、これまでに引

き続き、農業委員会会長の○○委員を指名いたします。よろしくお

願いをいたします。 

それでは、早速ですが、議事に入ります。 

ただいまの出席委員数１２名、定足数に達しておりますので、こ

れより、令和元年度第１回目の小平市都市計画審議会を開会いたし

ます。 

ここで、議事録署名人の指名を行います。名簿にあります順に○

○委員、○○委員を指名いたしますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

 （傍聴許可） 

会 長 ： 次に、傍聴でございますが、本審議会の傍聴申し込みが１名ござ

います。傍聴人として決定いたしたいと思いますが、よろしいでし

ょうか。 

 （異議なしの声） 

会 長 ：  ご異議ございませんので、ただいまから入室を許可いたします。 

 （市長挨拶） 

会 長 ：  それでは、審議に先立ちまして、小平市長よりご挨拶をいただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

市 長 ： 皆さん、こんにちは。市長の小林でございます。 

本日は、大変お忙しい中、本審議会にご参集をいただきまして、

まことにありがとうございます。 

また、平素から市政に関しまして、ご協力を賜り、重ねてお礼を

申し上げます。 

本日ご審議をいただきますのは、「小平都市計画生産緑地地区の

変更」でございます。 

また、報告事項といたしまして、「特定生産緑地の指定に向けた

取組状況について」、それから「小平都市計画特別緑地保全地区の

変更の概要について」、それから「小平駅北口地区における市街地

再開発事業の状況について」の報告をいたします。 
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都市計画をはじめ市政運営にあたりましては、引き続き、委員の

皆様方のご指導、ご支援をいただきながら、小平市都市計画マスタ

ープランに掲げる、まちの将来像の実現に向けて、鋭意努力を続け

てまいる所存でございます。 

何とぞ、よろしくお願い申し上げまして、挨拶とさせていただき

ます。 

会 長 ：  ありがとうございました。ここで大変恐縮でございますが、市長

は所用がございますので、退席をいたします。ご理解のほど、よろ

しくお願いいたします。 

 （市長退席） 

会 長 ：  それでは、これより審議に入ります。 

「生産緑地地区の変更」に係るものでございますので、小平市都

市計画審議会条例第３条の規定に基づく臨時委員といたしまして、

小平市の農業経営に関する専門家として、東京むさし農業協同組合

小平地区統括支店長の○○委員にご出席をいただきます。ここで、

臨時委員の入室をお願いいたします。 

 （○○委員入室） 

会 長 ：  それでは、早速ですが、入室されました臨時委員の○○委員にご

挨拶をお願いいたします。よろしくお願いします。 

委 員 ：  臨時委員の○○と申します。よろしくお願いいたします。 

会 長 ：  それでは、０１諮問第１号「小平都市計画生産緑地地区の変更」

の提案説明を事務局よりお願いをいたします。 

課 長 ： 改めまして、よろしくお願いいたします。 

はじめに、資料の確認をさせていただきます。 

事前に配布いたしました書類につきましては、資料１、Ａ４判の

「小平都市計画生産緑地地区の変更（小平市決定）」、資料２、Ａ４

判で「新旧対照表」、資料３、こちらＡ０判の１万分の１の地図で、

「小平都市計画生産緑地地区総括図（小平市決定）」でございます。

資料４、こちらはＡ３判を折りました２，５００分の１の地図で、「小

平都市計画生産緑地地区計画図（小平市決定）」でございます。１５

分の１から１５分の１５まで、１５枚ございます。最後に、参考資

料といたしまして、Ａ４判「生産緑地の買取り制度について」１枚

ものの資料でございます。 

不足はございませんでしょうか。 

それでは、提案に入ります前に、まず、簡単に生産緑地制度と本

諮問案件に係ります資料の見方につきましてご説明をさせていただ

きます。 

生産緑地は、都市計画法及び生産緑地法に基づき、主に三大都市

圏の特定市の市街化区域内農地において指定されております。生産

緑地法は、都市の緑とオープンスペースの確保による公害・災害等

の防止と生活環境の悪化防止、公共施設等の予定地の確保等を図る
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ため、昭和４９年に制定されました。 

その後、農地の宅地並み課税と平成３年の生産緑地法の改正に伴

い、農業を継続する意思のある方の同意により生産緑地の指定を行

い、市内のほとんどの生産緑地が改正後の生産緑地法に基づく平成

４年の指定となってございます。 

都市計画として位置づけられた生産緑地について指定されます

と、開発行為等は制限され、原則としてまず３０年間営農を行うこ

ととなっております。 

参考資料「生産緑地の買取り制度について」の裏面の「生産緑地

地区買取り申出手続き等の流れ」の図の左側をご参照いただきたい

と思います。 

生産緑地の所有者の買取り申出は、①の都市計画の指定の日から

３０年を経過したとき、②の農業の主たる従事者が死亡したとき、

もしくは農業に従事することを不可能とさせる故障が生じたとき

に、市に対し時価による買取りの申出を行うことができます。 

買取り申出から１カ月以内に市が買い取る、または買い取らない

旨を通知し、買い取らない場合には、農業希望者、小平市農業委員

会、ＪＡ東京むさし農業協同組合にあっせんいたします。買取り申

出から３カ月であっせん不調の場合は、開発行為等の行為制限が解

除されます。市は買取り、または、そのあっせんに努めるものとな

っておりますが、その多くは財政上の理由や所有者の土地の利活用

などから、なかなか買い取ることができないのが現状でございます。 

なお、今回の生産緑地地区に係る都市計画の変更で、買取り申出

に伴う行為制限解除によって削除を行う生産緑地は、諸手続のため

便宜上１年に１回行っている関係から、平成３０年１月から平成３

０年１２月までに買取り申出が行われた地区でございます。そのた

め、既に開発行為等が行われている箇所がございます。 

続きまして、生産緑地の追加決定でございます。既に農業を営ん

でいることや面積などを要件として、これまでも追加決定を行って

まいりましたが、平成３０年度より、生産緑地法の改正を受けまし

て、条例改正により生産緑地の下限面積を従来の５００㎡から３０

０㎡に緩和し、また、都市計画運用指針の改正を受け、過去に農地

転用の届出がされた農地や行為制限が解除された農地の再決定を可

能といたしました。 

資料２をご覧いただきたいと思います。 

「新旧対照表」の備考欄に「精査」という記載がございます。こ

れは、都市計画の変更ではございませんが、一部区域の買取り申出

時などの場合に分合筆のため測量を行った結果、登記上の地積更正

が行われることがあります。このような場合には、都市計画として

の位置及び区域が変更となるものではございませんので、「精査」と

いう処理を行い面積の数値を変更するものでございます。本年は、

特定生産緑地制度の開始に伴いまして、約１，８００の全筆の登記

情報を再度、調査確認したことにより精査の件数は多くなっており

ます。 
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市内全域の生産緑地につきましては、資料３「小平都市計画生産

緑地地区総括図」、この１枚の中に示しております。既に指定してい

る区域につきましては、白抜きとなってございますので、ご確認の

ほう、よろしくお願いいたします。 

続きまして、資料４、Ａ３判を折った２，５００分の１の地図「小

平都市計画生産緑地地区計画図」をご覧ください。 

右上のところに、小平市「１５分の１」と書かれておりますが、

こちらが図面番号となっております。 

地図の中に太数字の明記がされておりますが、生産緑地の地区ご

とにつけられております地区番号となっております。 

左下の凡例でございますが、黒い縦縞の線の箇所が既存の生産緑

地になっております。黒く塗り潰しておりますのが、今回削除を行

う部分でございまして、緑色の格子の箇所につきましては追加決定

の区域でございます。 

本日、時間の関係もございますので、変更を行う理由ごとに代表

の箇所を説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

長くなりましたが、それでは、０１諮問第１号「小平都市計画生

産緑地地区の変更」についてご説明をいたします。 

はじめに、削除についてご説明いたします。 

資料１「小平都市計画生産緑地地区の変更」の「第２ 削除を行

う位置及び区域」及び「第４ 削除と追加を行う位置及び区域」の

備考欄をご覧ください。 

資料４の図面では、黒塗りの部分となっております。地区の全部

を削除するものが１地区、一部を削除するものが１３地区、合計で

１４地区でございます。１４地区のうち、全ての地区が買取り申出

に伴う行為制限の解除によるものでございます。このうち、その理

由が農業の主たる従事者の死亡によるものが１３地区、故障による

ものが１地区でございます。 

削除につきましては、代表として数例を図面でご説明をいたしま

す。 

資料４をご覧ください。 

図面番号「１５分の１」、最初のページになります。図面の中央、

地区番号６番をご覧ください。 

地区の一部が削除される地区ですが、買取り申出による削除のう

ち、農業の主たる従事者の死亡を理由とする買取り申出で、黒く塗

りつぶされた箇所が面積約１，３１０㎡の削除でございます。 

続きまして、図面番号「１５分の３」、図面の中央、地区番号８１

番をご覧ください。 

黒く塗りつぶされた部分、約６７０㎡が、主たる従事者の死亡に

よる地区の一部の削除でございます。 

なお、今回削除となります生産緑地に隣接する市街化区域農地を一

体として宅地造成を行いまして、その宅地造成に含まれなかった市

街化区域農地、緑色の網掛け部分、約８０㎡を今回、追加決定の対

象としております。この地区番号８１番は、資料１の計画書におい
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て、削除する内容と追加する内容が、同一地区内に存在する場合に

は地区単位で捉えますことから、「第４ 削除して追加を行う位置及

び区域」として記載をしております。 

同じ図面の地区番号８９番をご覧いただきたいと思います。 

買取り申出による削除のうち、農業の主たる従事者の死亡を理由

とする買取り申出によりまして、地区の一部が削除される地区です

が、黒く塗りつぶされた箇所が面積約７１０㎡となっております。

この削除は、東西に続く小平都市計画道路３・３・３号線の区域で

東京都と市が協力して実施する第三次みちづくり・まちづくりパー

トナー事業による都市計画道路整備用地として、小平市土地開発公

社が先行買収をいたしました区域でございます。 

同じ図面の地区番号９１番は、同様に小平３・３・３号線区域と

重なっておりますが、地権者との取得の合意に至らず行為制限が解

除になったものでございます。 

図面番号「１５分の６」をご覧いただきたいと思います。 

中央、地区番号１６８番につきましても、主たる従事者の死亡を

理由とする買取り申出によりまして、地区の一部、約１，３８０㎡

を削除するものでございます。 

次に、図面番号の「１５分の１０」をご覧いただきたいと思いま

す。 

中央左側、地区番号２３９番は、主たる従事者の故障に基づく買

取り申出によりまして、１，８００㎡を削除するものでございます。 

なお、筆の全体の買取り申出の場合は、登記地積での買取り申出

が主となりますところ、本件は登記地積より１５０㎡多い測量の結

果に基づきまして買取り申出がありましたので、市の管理しており

ます登記地積情報との差が生じることから、その差分の１５０㎡を

地区面積に精査増としてプラス計上した上で削除を行います。 

図面番号「１５分の１０」、中央右側、地区番号２６９番、こちら

も、主たる従事者の死亡により同一所有者から２カ所の買取り申出

がありまして、合計で約４，３８０㎡を削除するものでございます。  

削除の地区のご紹介は、以上とさせていただきます。 

先ほどもご説明いたしましたが、今回の削除分全てが買取り申出

に伴うものとなっております。 

次に、追加決定でございます。 

資料１にお戻りください。 

「第３ 追加を行う位置及び区域」及び「第４ 削除と追加を行

う位置及び区域」の備考欄をご覧ください。 

本年４月５日から５月１７日にかけて、追加決定の募集をいたし

ましたが、８地区９件の申請があり、農業委員会事務局とともに現

地の確認や営農状況の審査を行いまして、９件全てを追加決定の対

象といたしました。地区の一部を追加するものが７地区８件、地区

の全部として追加するものが１地区１件となっております。 

なお、下限面積を３００㎡に引き下げたことによるものが１件、

行為制限解除後の再決定を可能としたことによるものが２件含まれ
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ております。 

こちらも主なものを説明いたしますので、資料４の図面をご覧い

ただきたいと思います。 

まず、図面番号「１５分の４」をご覧ください。 

中央、地図番号１５６番、緑色の網掛け、約１，８８０㎡でござ

います。平成４年の決定告示の生産緑地であった箇所を含んでおり

ますが、買取り申出後、平成９年に都市計画変更により削除をいた

しました。その後も市街化区域畑として隣接の生産緑地とともに耕

作をされておりまして、今回、再度追加の申請があったものでござ

います。今回の基準の見直しにより可能となった、行為制限が解除

された農地の、いわゆる再指定となります。 

このケースと同様なものが、図面番号「１５分の７」中央にあり

ます地図番号４６９番、こちらの追加分、約２，８５０㎡の一部で

ございます。 

続きまして、図面番号「１５分の８」をご覧いただきたいと思い

ます。 

中央、地区番号２１１番、約１，０１０㎡でございます。これま

で市街化区域内農地だったものでございますが、隣接の生産緑地と

一体化されることで、緑地機能が向上するものでございます。 

続きまして、図面番号「１５分の１１」をご覧いただきたいと思

います。 

中央、地区番号４９５番となります。当該地は、面積は約３２０

㎡でございます。新小金井街道の整備に伴いまして生産緑地が分断

され、残った生産緑地では当時の面積要件５００㎡を満たせず削除

となっていた農地が、今回の条例の面積要件の緩和によりまして、

追加決定に至ったものでございます。 

これら以外のものにつきましては、先ほど、削除での説明をいた

しました図面番号「１５分の３」の中央、地区番号８１番、約８０

㎡。図面番号「１５分の９」左側にございます地区番号２２９番、

約６３０㎡。続きまして、図面番号「１５分の１２」、こちらは中央

付近にございます地区番号４６３番の約１７０㎡。最後に、図面番

号「１５分の１５」こちらも中央になりますが、地区番号３８９番

の約１，４７０㎡となっております。 

最後に、生産緑地地区の変更後の面積となりますが、資料２「新

旧対照表」の下段、計の欄をご覧ください。 

変更前といたしまして生産緑地地区数３５３地区、面積約１６２．

５２ｈａに対しまして、削除と追加及び精査によりまして３５２地

区、約１６１．４ｈａとなっております。 

以上が、０１諮問第１号「小平都市計画生産緑地地区の変更」に

係る提案説明でございます。 

なお、本案につきましては都市計画法の規定によりまして、本年

９月１７日付で東京都と協議を行っております。また、１０月７日

から１０月２１日まで２週間、縦覧をいたしまして、特にご意見等

はございませんでした。 
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今後、本都市計画審議会の諮問を経まして、都市計画決定をして

まいりたいと考えております。 

説明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

会 長 ：  ご苦労さまでございました。 

 提案説明が終了いたしました。 

 それでは、これより質疑に入ります。 

 ○○委員。 

委 員 ： 資料１の削除面積の一覧を、今、見ているのですが、それぞれの

項目について、削除後どのような用途に使うのかを、削除するとき

に聞くことはしているのでしょうか。とりわけ、地区番号の２６９

と４７２は３，０００㎡を超えていますので、どうなるのかという

のが気になるところなのですが、それぞれわかるのであれば、紹介

をしていただきたいなと。 

課 長 ：  今、ご質問いただきました削除後の用途でございます。こちら、

削除にあたりましては、特にその用途を示してもらうことはないと

ころですが、市としましては、その後にどういう使われ方をするの

かというのは、確認をさせていただいております。 

 今回の中で、まず、地区番号２６９でございます。 

委 員 ：  図面番号は何番でしょうか。 

課 長 ： 図面番号「１５分の１０」でございます。こちらにつきましては、

北と南に分かれていますが、南側の部分だけが宅地開発されていま

して、北側の部分につきましては、開発等はされていないと思われ

ます。 

続きまして、地区番号４７２番、図面番号「１５分の５」でござ

います。こちらも、戸建て住宅として、造成をしているというとこ

ろは確認はしておりますが、３，０００㎡を超える開発の手続には

なっていないと捉えております。 

以上でございます。 

委 員 ：  そうすると、皆さんが、意向というのは聞くのですか。削除する

ときに、その後どういう使い方をするか。宅地開発になるケースが、

やはり多いわけですよね。だから、担当課としてはその辺のことは

きちんと把握する手立てを持たないと。担当課というか、我々も含

めて。かなり宅地開発は進んでいるわけですから、そういうことが

必要なんじゃないかというように思っているのですが、どういうふ

うにされているのかを伺いたいと思います。 

課 長 ： この行為制限解除、買取り申出につきましては、農業従事者の死

亡や故障によりまして買取りの手続が進んでいくということになり

ますので、解除した後、どういう使い方をするかということは、書
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式としてそういう事項を記入するものではございません。具体的な

今後の予定などは、話の中で出てくればお伺いすることはできます

けれども、それを必ず示さないと手続に入れないものとはなってい

ないところでございます。 

市といたしましても、その後、民間事業者に売られて宅地造成等

がされる可能性は当然ございますので、売却意向なども極力把握す

るように努めておりますが、所有者各々の考え方がありますので、

それを無理にお伺いするというのは、今のところはしておりません。 

以上でございます。 

委 員 ：  私が気になるのは、要するに、生産緑地が削除されたからといっ

て、直ちに緑地が減るわけではなく、残るわけですよね。でも、そ

の後、それが宅地になっていけば、緑地が減ることになるわけでし

ょう。毎年、緑地は東京ドーム１．８個分ぐらい減っているという

ような言われ方もしますから、データとして残しておく必要がある

のじゃないかと。例えば、５年だったら５年のスパンで追いかけて

みたら、それが全て宅地になっていたとかね。１年ぐらいにはなっ

ていないけれども、その後、宅地になるようなケースが多分多いと

思うのですよね。皆さん担当課としては、そこまで把握しておく必

要があるんじゃないかというふうに思うのですが、どう考えていま

すか。 

課 長 ：  今回の削除に伴います現状は把握しておりますが、この後、市街

化区域畑として、そのまま農地として使われるケースも全くないわ

けではございません。それについて、全てを網羅して５年、１０年

と把握していくというのは、こちらとしても困難であると思ってお

ります。最終的には、ある程度面積が大きいようなケースは、こち

らでも今後の動向というのはかなり注視はして、お伺いできること

は極力聞いて、開発手続がなされるように促していきたいとは思っ

ております。 

委 員 ：  逆に言えば、意外と戻っているものもあるというのは、それはす

ごくうれしかったのですけれども。ですから、本当に農地、緑地が

減っているというのは事実なわけですから、そのような動向につい

ては注視をしていってほしいなと、トラブルのないようにお願いし

たいなと思っています。これは要望で結構です。 

委 員 ：  ただいまの件で、農業委員会の立場で申し上げますと、行為制限

が解除された農地については、大部分が所有者の死亡による相続税

の発生、それに伴う相続税の納付にあてられるケースが、かなりの

割合を占めると思います。ですから、所有者の意思にかかわらず、

やはり１０カ月以内に税の申告をして納税しなきゃいけないという
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現行の法律からいくと、残すというのは、多尐は残る場合はありま

すが、それをそのまま市街化区域農地に戻しますと、生産緑地の２

００倍から３００倍の税金かかりますので、本当にまた税の負担が

かかるということで、相続の進行については税理士さんと相談して、

なるべく生産緑地として残すような形で進めているのが現状かなと

思います。参考までに申し上げました。 

委 員 ：  追加についてお尋ねをいたします。今回は追加が多かったとお話

いただきました。条例の改正で、３００㎡までは生産緑地として認

めると変えたところも大きかったというお話だったかなと思います

が、それだけ多かったというところについては、さまざまご努力が

あったのかなと思います。周知についてや、売ってしまうことを思

いとどまっていただくことについて何かご努力されたことがあるか

どうかを教えてください。 

課 長 ：  追加指定案件は、今回、多く出てきております。これについては、

市からお話しさせていただいたこともありますし、ＪＡにも協力い

ただいて、農業委員会とも連携しながら周知に努めているところで

す。昨年も、ＪＡ主催の説明会に何回か出席いたしまして、特定生

産緑地も含めた制度の改正等も説明をさせていただきました。また、

農業委員会とも協力しながら、今年度、特定生産緑地の関係の説明

会もあわせて行わせていただきました。その際にも、面積要件が５

００㎡から３００㎡に変わったことや、再指定ができることとなっ

た緩和について改めてご説明させていただいておりますので、今後

も、また特定生産緑地の関係で、何回か地元に出て説明する機会が

ございますので、機会を捉えて繰り返し説明をさせていただいて、

周知を図っていきたいと思っております。 

委 員 ：  ありがとうございます。ご努力いただいているというのがわかり

ました。ということは、確認なのですけれども、生産緑地をなるべ

く減らさない方向でいこうとしているというところは、間違いない

というところでよろしいでしょうか。 

課 長 ：  そのとおりでございます。 

委 員 ：  私のほうで、今、○○委員のお話あった件について補足を。以前

は、農地転用届を出しますと、現状はいかにきれいな畑であっても、

もう生産緑地の追加指定はできなかったのが、今回の改正によって、

そういうものも現況が畑であれば、３０年営農という縛りはあるの

ですけれども、生産緑地として指定を受けられるようになりました。

所有者としては、生産緑地で続けていきたかったができなかったも

のを、今回の改正によって、新たに生産緑地に指定した案件も結構

あるのじゃないかなと思います。 
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会 長 ：  ほかにございませんでしょうか。 

 ○○委員。 

委 員 ：  参考資料の、先ほど課長からご説明があった、買取り申出手続き

等の流れというフロー図がございますけれども、そこで買い取らな

いということが決まったときに、ＪＡさんを中心に農業等希望者に

あっせんという手続があるのですが、実際に農業希望者にあっせん

をして、個人か企業か、はたまた売買は別として、従前の農業をや

っている方がそこでまた、農業を継続したというような事例という

のは、最近あるのでしょうか。そこをお聞かせください。 

課 長 ：  最近ではありませんが、平成１７年に１件、面積としては、０．

１１ｈａ、あっせんが成立したケースがございます。 

委 員 ：  多摩地区では、小平はたくさんまだ農地があるほうだと思います

けれども、報道もされているとおり、日野市などあっせんなどを通

じて宅地化を防止するというところで成功している事例が出ていま

す。そういった努力というのを、やはりしていただきたいなという

希望というかお願いです。 

 以上です。 

委 員 ：  ○○委員のお話に関連して、貸借は可能になりました。小平市に

おいて、現在新規就農として農地を借りて農業を始めたり、また、

農家の次男が、自分のところの畑以外に畑を借りて、そこで農業を

開始したというケースが、今年の４月から４件あります。日野市さ

んは第一号だったので、結構ニュース性がありテレビで取り上げら

れたのですが、小平でも着々と、そういう意思がある方については

農業委員会が審査をして貸借をしています。４件とも全部、使用貸

借ということで無償です。 

 以上です。 

委 員 ：  農協からですけれども、現状でも高齢化に伴う、農業がしづらく

なったという相談はかなりの件数が来ていますけれども、農協とい

たしましては、なるべく貸借にすぐ移行するのではなくて、お手伝

いしながら自分で耕作していただく方向でご指導しています。ただ、

本当に高齢化で農業がもう無理ということであれば、農業委員会の

ほうにご相談しながら貸借のほうで何とか緑地は残していく方向で

運用しています。都市計画課とも連携をとっておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

会 長 ：  ほかにございませんか。 

 ○○委員。 

委 員 ：  今のお話、すごく前向きな、いい話だなというふうに感じました。

ぜひ、こういう取り組みをもっともっと市のほうにも進めていただ
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きたいなというふうに思います。周知について、まだ取り組み始め

たところだとは思いますけれども、具体的に何か市が取り組んでい

ることがあれば、教えていただけますか。 

課 長 ：  農地の貸借については、産業振興課とも連携しながら行っている

ところでございまして、今後も地域の中に入って説明会等を行う際

にも、ご相談いただければうまくつなげられるように、柔軟に対応

はしていきたいと思っております。 

委 員 ：  ぜひ、農業委員会、そしてＪＡさんと連携を、市が積極的にもっ

ともっと取り組めるようにお願いいたします。要望しておきます。 

会 長 ：  要望として承ります。 

 ほかにございませんか。 

 ○○委員。 

委 員 ：  ご説明ありがとうございました。どうしても主たる農業従事者の

方の死亡ということで、削除面積が追加面積よりも上回っていく現

状というのは今後もあるのかなというふうに思いますし、都市農地

の保全ということでは、前向きに進めていただいていたことにあり

がたく思っております。 

 一方で、もちろん農地もですけれども、小さい公園は、市内に３

００以上、本当にたくさんあるのですが、都市計画・都市開発とい

うことでは、むしろもっと広めの大きい公園が今後求められていく

のかと感じている次第でございます。鎌倉公園などの話もあります

が、小平市全体では、今後、公園についての開発・計画は、どのよ

うな方向性かお伺いしたいと思います。 

課 長 ：  公園の今後の状況で言いますと、都市計画公園と別に開発等に伴

いまして提供された、寄附された公園がございまして、それが、比

較的、規模としては大きくはないものとなります。都市計画公園に

ついては、現在、鷹の台公園や、鎌倉公園の整備を市として取り組

んでいこうという状況でございます。都市計画公園は、まだほかに

も南部公園など大きなものが幾つかありますので、そういったとこ

ろの整備は、今後は進められていくとは思います。ただ、いつから

かは未定であり、財政事情も踏まえながら購入を検討していくこと

となると考えております。 

 以上でございます。 

委 員 ：  ありがとうございます。予算の兼ね合いもあると思いますけれど

も、ぜひ前向きに、計画的な公園整備をお願いしたいというふうに

思っております。 

 私からは以上です。 

会 長 ：  要望でいいですね。 
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委 員 ：  要望でございます。 

会 長 ：  ほかにございませんか。 

 （なしの声） 

会 長 ：  ないようでございますので、ここで議決を行いたいと存じます。 

 ０１諮問第１号「小平都市計画生産緑地地区の変更」につきまし

て、原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

 （異議なしの声） 

会 長 ：  ありがとうございました。 

 異議なしと認め、決定といたします。ご審議ありがとうございま

した。 

続いて、これより報告案件が３件ございます。 

担当課より報告の後、質問の時間をとりたいと思います。 

では、最初に「特定生産緑地の指定に向けた取組状況について」、

担当課より報告をお願いいたします。 

○○課長。 

課 長 ：  それでは、「特定生産緑地の指定に向けた取組状況について」、

ご報告をいたします。 

 報告資料１、Ａ４片面印刷の資料をご覧いただきたいと思います。 

 はじめに、「１ 背景」をご覧ください。市内には、平成３０年

１２月の都市計画決定時点におきまして、合計３５３地区、約１６

２．５２ｈａの生産緑地地区が存在しております。このうち約９割

は、平成４年に生産緑地法の新法に基づきまして都市計画決定をし

たもので、決定後３０年を迎えますと、市に対する買取り申出後、

農地転用を行うことが可能となります。 

 そこで、平成３０年４月の生産緑地法改正により特定生産緑地制

度が創設されたことに伴いまして、本市においても、良好な都市環

境の形成を図るため、生産緑地について当該制度による指定手続を

進めてまいります。 

 「２ 特定生産緑地制度の概要」をご覧ください。 

 特定生産緑地は、生産緑地の決定から３０年を経過する前に、指

定手続を行うことで、買取り申出が可能となる期限が１０年間延伸

され、従来適用されていました税制措置も継続する制度でございま

す。 

 仮に、必要な手続を行わないまま、決定後３０年が過ぎてしまう

と、新たに特定生産緑地の指定を受けることができなくなり、また、

固定資産税が宅地並み課税として段階的に引き上げられますととも

に、次世代が相続税の納税猶予を受けることができなくなります。 

 市内の生産緑地の多くが、令和４年１０月に決定後３０年を経過
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しますことから、従来どおりの税制措置のもと、農業を継続してい

くことを希望される生産緑地所有者の方を対象といたしまして、特

定生産緑地に指定するための手続を早期に実施をしてまいります。 

 「３ 当面の手続の流れ」をご覧ください。 

 既に実施いたしました事項と今後の予定を、時系列にご説明いた

します。 

 「（１）申出基準日到来通知の送付」でございます。本年８月、

申出基準日、すなわち、生産緑地指定から３０年経過する日がいつ

なのか、及び説明会の開催につきましてお知らせする文書を、全て

の生産緑地所有者の方に送付いたしました。対象となる筆数が約１，

８００筆、送付先件数が約５００件でございました。 

 「（２）制度周知のための生産緑地所有者向け説明会」でござい

ます。本年９月に特定生産緑地に移行するメリット等を丁寧に説明

するため、市内５会場、４日間、合計８回開催しまして、生産緑地

所有者の方々を中心に延べ２１９人にご参加をいただきました。説

明会におきましては、参加者より多数のご質問をいただきまして、

主なものを抜粋いたしますと、「申請に必要な書類」についてや、

同意を取得する必要がある利害関係人の範囲について、特定生産緑

地に指定した場合の買取り申出の方法等がございました。なお、い

ただきましたご質問等につきましては、説明会の開催経過とあわせ

まして、本年１１月に全員の生産緑地所有者宛にご回答の送付をい

たしております。 

 「（３）特定生産緑地指定意向の確認通知及び同意取得依頼の送

付」でございます。令和２年３月ごろに、土地所有者の意向や利害

関係人の同意を確認するための書類を、近く指定期日を迎えること

となる、平成４年及び平成５年決定の生産緑地所有者宛に送付をい

たします。所有者の方には、この書類によりまして、ほかの共有者

や抵当権者から特定生産緑地に指定することの同意を取得していた

だく必要がございます。 

 「（４）特定生産緑地指定同意書の提出受付」でございます。令

和２年４月から６月まで、随時、所有者の方から同意確認書類の提

出を受ける期間といたします。書類の提出は、市役所の都市計画窓

口で受け付けるほか、地区別に臨時受付会場も設置をいたしまして、

個別相談を受けながら対応していきたいと思っております。 

その後、市で必要な図面の整備などを行いまして、「（５）都市

計画審議会での意見聴取」を、来年の１１月から１２月までを目安

に実施をいたします。これは、生産緑地地区の都市計画決定の変更

の諮問とあわせまして行うことを想定させていただいております。 
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そして、意見聴取の結果を踏まえたうえ、来年の１２月末ごろま

でには、（６）特定生産緑地指定告示を行います。都市計画決定の

告示とは異なりまして、あくまで生産緑地法に基づく手続でござい

ますが、これにより、特定生産緑地としての効力が発生することが

確定するというものになっております。 

最終的には、「（７）所有者等への特定生産緑地指定通知」を、

令和３年１月ごろまでに行いまして、一連の手続が完了することに

なります。 

なお、今ご説明いたしました（１）から（７）までの手続につき

ましては、最も早期に手続を完了させる場合のスケジュールとなっ

ております。 

最後に、「４ その後の制度運用予定」をご覧ください。 

令和３年以降も、特定生産緑地指定のための手続を継続的に行っ

てまいります。将来的には、生産緑地の決定後３０年を経過する場

合及び特定生産緑地の指定後さらに１０年経過する場合の両方が対

象となりまして、事前の指定告示の手続を毎年１回程度行っていく

こととなっております。その際には、その都度、都市計画審議会へ

の意見聴取をさせていただきたいと思っております。極力、毎年の

生産緑地の都市計画変更と同期をとってまいりたいと考えておりま

すので、何とぞ、よろしくお願い申し上げます。 

説明は以上でございます。 

会 長 ：  報告は終わりました。ただいまの報告事項、「特定生産緑地の指

定に向けた取組状況について」、何かご質問がございましたらお願

いをいたします。 

 ○○委員。 

委 員 ：  じゃあ、ちょっとだけお尋ねいたします。説明会があったという

ところなのですが、この説明会にいらした方のご質問をさっき幾つ

か、「利害関係者の範囲がどこまでか」などの質問が出たとご紹介

いただきましたけれども、感触というか、特定生産緑地にしていこ

うという意思がおありのように感じたか、まず一つお伺いします。 

課 長 ：  特定生産緑地制度の説明会を本年９月に行いました際に、アンケ

ート調査も同時に実施しております。その際には、特定生産緑地へ

の移行をしていこうと考えていらっしゃる方は、全部を指定をして

いきたいという方が約８１％おりました。また、一部を指定してい

きたいという方は１１％でございました。回答者のうちの８割以上

の方が、指定していこうと考えていらっしゃっているということが

把握できております。 

 以上でございます。 
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委 員 ：  わかりました。今教えていただいたのは、２１９人のうちのとい

うことだと思うのですが、来られていない方もいらっしゃいますよ

ね、３００人近くいらっしゃるので。その方たちの意向というか、

意思がどうなのかというのは把握していらっしゃるかどうか。 

課 長 ：  今のところは、全員に対しての意向確認はできていないところで

ございます。３月以降、通知等を送るケースもございますし、４月

から、受付等を行ってまいりますが、そうした状況を見まして、意

向確認を何かしらできるような取り組みも考えていきたいと思って

おります。 

委 員 ：  よろしくお願いします。今、（１）から（７）までの流れを教え

ていただいたのですけれども、もしかすると、事務手続が結構面倒

くさいかなというように感じました。図面も準備しなくちゃいけな

いのかなとかと思ったりするのですが、そこを簡単にではないです

けれども、そういう工夫というのは市でもされるのでしょうか。 

課 長 ：  事務手続は、どうしても必要な部分が出てまいります。市としま

しても、例えば、登記事項証明書などを全部登記所でとらなければ

いけないわけではなくて、インターネットで取得したものでも受け

付けるように、手続を簡略化することも考えております。既に相続

税の納税猶予を受けていらっしゃる場合は、税務署の同意が必要に

なりますが、市のほうで一括して依頼して取得するというような手

続をいたしまして、負担軽減を図っていきたいと思っております。 

会 長 ：  それでは、臨時委員の○○委員。 

委 員 ：  農協といたしましても、農協独自で農業委員会さんと一緒に７カ

所会場を設けまして、特定生産緑地の説明会を行いました。そのと

きに、各支部の組織がございまして、説明会に来てくれる農業者の

方はいいのですけれども、来られない方が心配で、支部長さんにお

願いをして、伺って状況確認と説明をしていくつもりでおります。

書類の取得に関しましても、やはり農家の方が法務局に行って公図、

謄本等を集めるのは大変なので、そのお手伝いもさせていただく予

定になっております。 

会 長 ：  ほかにございませんか。 

 （なしの声） 

会 長 ：  ないようですので、それでは、「特定生産緑地の指定に向けた取

組状況について」の質疑を終了いたします。 

 ここで、生産緑地に関する案件が終了いたしましたので、臨時委

員の浅見委員はご退席となります。ありがとうございました。 

 （○○委員退室） 

会 長 ：  引き続きまして、報告事項２件目の「小平都市計画特別緑地保全
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地区の変更の概要について」、担当課より報告をお願いいたします。 

課 長 ：  まず、職員の紹介をさせていただきたいと思います。 

 水と緑と公園課長の○○でございます。 

課 長 ：  水と緑と公園課長、○○でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

課 長 ：  水と緑と公園課長補佐の○○でございます。 

課長補佐：  水と緑と公園課課長補佐の○○でございます。よろしくお願いい

たします。 

課 長 ：  それでは、担当課よりご報告をいたします。 

課 長 ：  では、よろしくお願いいたします。 

 それでは、水と緑と公園課より、「小平都市計画特別緑地保全地区

の変更の概要について」ご報告いたします。 

 本件は、来年２月ごろの都市計画変更実施を目途に、現在、手続

を進めている案件でございまして、都市計画変更の都市計画審議会

への諮問に先立ち、ここで進捗状況の報告をさせていただくもので

ございます。 

 それでは、報告資料２をご覧ください。 

 はじめに、本件は、小平市の環境の基盤となるみどりを次代へ引

き継ぐことを目的として、上水新町一丁目の樹林地について、特別

緑地保全地区として新たに指定する都市計画変更を行うものでござ

います。 

 １、都市計画案の概要をご覧ください。名称は、第４号、「上水新

町一丁目第二特別緑地保全地区」で、小平都市計画区域内で４番目、

上水新町一丁目区域内で２番目の特別緑地保全地区であることを示

しています。位置といたしましては、上水新町一丁目地内で、具体

的には、上水新町地域センターの南側にあります樹林の一部で、面

積は約０．０９ｈａでございます。位置及び面積の詳細につきまし

ては、資料２の１及び２の２のとおりでございます。 

 終わりに、２、都市計画手続でございますが、１０月２９日には、

都市計画法に基づく都市計画案に関する住民説明会を、当該樹林が

隣接する上水新町地域センターで開催し、周辺住民の方を中心とし

た２７名の方々が参加されました。１２月５日には都知事協議を終

え、現在、１２月１１日から都市計画案の縦覧及び意見書の受け付

けを実施しております。 

 今後は、来年２月ごろを目途に、都市計画審議会への諮問を経て

都市計画変更を実施する予定となっております。 

 説明は以上でございます。 

会 長 ：  報告は終わりました。 

 ただいまの報告事項、「小平都市計画特別緑地保全地区の変更の概
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要について」、何かご質問がございましたらお願いをいたします。 

 ○○委員。 

委 員 ：  これは地図のほうで見ると、地域センターから当該の地域のさら

に南側まで含めて特別保全地区だったという理解でいいのですか。

その一部を今回変更すると。まず、それ１点だけ確認で。 

課長補佐：  こちらの図面のほう見ていただきますと、太線で囲われた部分、

こちらは、今まで保存樹林であったものを新たに特別緑地保全地区

として指定するということでございます。 

委 員 ：  わかりました。だから、地域センターの景観がもう、これだけ保

全していただくのはありがたいことなのですが、要するに、その南

側が開発をされるわけですよね。だから、これは皆さんの担当では

ないのですけれども、私としては全部買い取って。要するに、買い

取るわけですよね、これ。この部分だけね。それは皆さんの担当で

はないというのは重々承知しているのですけれども。全部買い取っ

てほしかったなというふうに思うのですけれども。そういう話し合

いは、当然されたのですよね。でもコストの問題で、この部分しか

買い取れなかった。大体どのぐらいコストかかるって、ここに聞い

ちゃっていいのですか。全部買い取った場合にはどのぐらいか。こ

の部分だけでどのぐらいか。教えてください。 

課長補佐：  この地区は、大体、不動産価格にしますと一㎡当たり１８万９，

０００円程度で、特別緑地保全地区を土地開発公社から買い取りま

す部分で積算しておりましたので、おおむね、こちらもその買い取

る部分のすぐ近くにございますので、そのぐらいの金額ではないか

と思っております。そうしますと、全部買い取りますと、約６億円

弱という形になります。それと、もう一点は、所有者の方といろい

ろお話をさせていただいた結果、「売ってもいいのはこの部分」だと

いう話で、その南側につきましても、開発を今すぐやるわけではな

いと。開発を今後考えていく上で、とりあえず市としては樹林とし

て残したいということで、じゃあ、この部分だけは、今回指定して

もいいですよというご了解を得ましたもので、今回指定させていた

だきたいということでございます。 

委 員 ：  じゃあ、買い取るということではないということですか。 

課長補佐：  所有者の方が売りたいと言えば、買い取るという形で、まだ、特

別緑地保全地区にしたからすぐ買い取るということではございませ

ん。 

委 員 :  わかりました。６億じゃ、ちょっと難しいよね。 

会 長 ：  ほかにございませんか。 

 （なしの声） 

会 長 ：  ないようですので、それでは、「小平都市計画特別緑地保全地区の
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変更の概要について」の質疑を終了いたします。 

 それでは続きまして、報告事項３件目の「小平駅北口地区におけ

る市街地再開発事業の状況について」、担当課より報告をお願いいた

します。 

課 長 ：  じゃあ、職員の紹介をさせていただきます。 

 地域整備支援課長の○○でございます。 

課 長 ：  ○○でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

課 長 ：  地域整備支援課長補佐の○○でございます。 

課長補佐：  ○○と申します。よろしくお願いいたします。 

課 長 ：  それでは、担当課よりご報告を申し上げます。 

課 長 ：  それでは、地域整備支援課より、「小平駅北口地区における市街地

再開発事業の状況について」ご報告させていただきます。 

 まず、資料のご確認をお願いいたします。 

 資料は、Ａ４縦の報告資料３、「小平駅北口地区における市街地再

開発事業の状況について」１枚でございます。よろしいでしょうか。 

 まず、資料には記載してございませんけれども、小平駅の再開発

事業につきましては、将来、この審議会におきまして、市街地再開

発事業を始め都市計画道路、あるいは地区計画などの七つの都市計

画につきまして、決定または変更をご審議いただく予定でございま

すので、事業の動向をご報告させていただくものでございます。 

 それでは、資料に沿ってご説明いたします。 

 資料上段をご覧ください。 

 小平駅北口地区については、現在、小平駅北口地区市街地再開発

準備組合が関係機関との具体的な協議を進めながら、都市計画決定

に向けたより具体的な事業計画（素案）の作成及び権利者の合意形

成に取り組んでいるところでございます。 

 まず、１の事業概要でございます。事業主体は、市街地再開発組

合となりますが、現在は準備組合が、準備活動に取り組んでござい

ます。区域の所在地は、位置図のとおりで小平市美園町一丁目、こ

れは西武鉄道の駐車場部分でございます、及び二丁目地内でござい

ます。区域面積は約２．１ｈａ、権利者数は７３名でございまして、

うち準備組合員は４５名でございます。また、事業規模等でござい

ますが、あくまで現時点で準備組合が考えているイメージとなりま

すが、建築される建物は２棟で、いずれも地上約２８階、地下２階

程度の規模。また、建物には商業施設や約７００戸ほどのマンショ

ンが入るイメージとなっております。 

 また、資料には記載してございませんけれども、この２棟の建物

の間には、駅前広場、いわゆるロータリーでございますが、この駅
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前広場やオープンスペースなどが整備されるプランとなってござい

ます。 

 なお、下の米印にございますとおり、この事業規模などにつきま

しては、今後変更される可能性がございます。 

 次に、２の令和元年度（平成３１年度）の主な取り組みでござい

ますが、通年での取り組みといたしましては、都市計画決定に向け

た同意取得活動や都市計画決定及び事業計画策定に向けた関係機関

協議。関係機関と申しますのは、主に警視庁や東京都のことでござ

います。これらとの協議を行っております。 

 また、その下にございますとおり、権利者や周辺区域の方々に準

備組合の活動や事業の動きなどのお知らせを行っております。 

 下の３の現時点における主な課題でございますが、大きく二つご

ざいます。一つは、都市計画決定に向けた合意形成を進めること。

また二つとして、事業計画の素案を早期に作成し、都市計画決定に

向けた関係機関協議を完了させることでございます。 

 終わりに、４、準備組合が目標とするスケジュールでございます

が、本年度は、引き続き、関係機関との協議を重ねて事業計画（素

案）の作成を進めるとともに、戸別訪問や説明会など、都市計画決

定に向けた合意形成活動を実施することとしております。 

 また、令和２年度には、権利者間の合意形成と関係機関協議を調

えて、都市計画審議会への諮問等を経た後に都市計画決定を行いま

して、令和３年度には、都知事から組合設立の認可を取得したいと

いう目標を、準備組合では掲げているところでございます。 

 ご説明は以上でございますが、今後もこの事業の進捗状況につき

ましては、時を捉えてご報告させていただきたいと考えてございま

すので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

会 長 ：  ご苦労さまでした。 

 報告は終わりました。ただいまの報告事項、「小平駅北口地区にお

ける市街地再開発事業の状況について」、何かご質問がございました

らお願いをいたします。 

 ○○委員。 

委 員 ：  ご説明ありがとうございました。なかなか小平駅北口地区の開発

ということで、地権者の方との合意というものが大変だなというふ

うに感じている次第でございます。 

 一方で、小平３・４・１９、３・４・１４号線の道路計画も同時

に進んでいるわけですけれども、南口というものも、もう古い。決

して新しくない状況になっておりまして、やはり、北口の開発とあ

わせて南口との接続であるとか、広がりというものも必要と感じて

もおりますけれども、この辺の、北口と南口の開放、こういったも
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のはどうご見解をお持ちでしょうか。 

課長補佐：  南口との接続、連携についてでございます。まず、事業計画とい

たしまして、今検討しているのは、駅前広場の形状を変更すること

によって、人の動線が南口とうまくつなげられないかというところ

を検討しているのが一つと、そのほかペデストリアンデッキや自由

通路等を検討することによりまして、人の動線を確保していきたい

とは考えてございます。また、準備組合におきましても、南口の商

店会との連携や、事業の説明をしていきたいとは伺ってございます

ので、そういった面からも連携していくという方向で考えてござい

ます。 

 以上でございます。 

委 員 ：  ありがとうございます。ぜひ、小平市の持つ駅でございますので、

両方の面で開発が進んだらいいなというふうに思っております。ま

た、地権者との合意というのも、引き続きよろしくお願いしたいと

思います。 

 以上です。 

委 員 ：  ４月と７月に開発準備組合ニュースを配布したと。こういうのも、

何か資料でいただけるとうれしいですよね。ここで出してくれるか

ね。それはちょっと要望しておきます。 

 それで、一つは、準備組合事務所が北口にあるのですが、これ、

いつ開いているとか、何時から何時まで開いているとかって、どこ

か表示あるのですかね。私、大体通るといつも閉まっているという

ケースが多いので。そういうのもわかるようにしてくれると、ひょ

っと寄って話を聞けたりするので、やっていただきたい。一番聞き

たいのは、決定に向けた同意取得活動ですが、今、実際にこの７３

名のうちの何名が賛成をしているのかということをちょっと教えて

いただけますか。質問は１点だけですね。すみません、開いている

のも教えて。２点。 

課長補佐：  準備組合の開いている時間帯でございますが、基本的には１０時

から４時まで、それから、月曜日から金曜日までという形で開いて

おります。基本的には、３人ぐらいの事務局員で常駐してございま

すので、たまに全員で戸別訪問に回ったりとかというときにはいな

いこともございますけれども、なるべくいるような形でやっている

というふうに聞いております。 

 それから、同意率でございますが、組合員になられている方々は、

基本的には同意をいただいているという前提で考えてございますの

で、そういった意味では、４５名の方が賛成しているという理解で

ございます。 

 以上でございます。 

会 長 ：  ほかにございませんか。 

 （なしの声） 

会 長 ：  ないようですので、それでは、「小平駅北口地区における市街地再

開発事業の状況について」の質疑を終了いたします。 
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 （閉会の辞） 

会 長 ： 本日の議事は全て終了いたしました。 

ご苦労さまでした。 

それでは、議事は全て終了いたしました。事務局から連絡事項が

ございますので、よろしくお願いをいたします。 

課 長 ： 次回の都市計画審議会でございます。来年の２月１０日、月曜日

の開催を予定しております。お忙しい中、お時間をとっていただく

関係がございますので、詳細が決まり次第、早めにお知らせをした

いと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。時

間は午後の予定ではございますが、詳細が決まり次第、お知らせい

たします。 

会 長 ： それでは、次回、２月１０日ということでございます。時間等に

ついては、また追って連絡するということでございます。 

以上をもちまして、第１回小平市都市計画審議会を終了いたしま

す。 

 どうも皆さん、ご苦労さまでございました。 

 （閉会） 

  

 

  

 


